
近年、脱炭素時代の流れの中で、⾃社のScope1・2だけでなく、Scope3を含めた
バリューチェーン全体でのCO2排出量の削減が取引先や顧客からも注⽬されています。
本補助事業は、バリューチェーンを構成する複数の事業者と連携し、⼯場・事業場の
省CO₂設備投資を⾏うことでScope3削減を実現し、産業競争⼒の強化と持続可能な
経済構造への転換を図ることを⽬的としています。

バリューチェーン全体でCO₂を減らす、  “次の⼀歩”を⽀援します

既存の設備を改修してScope3排出量を削減する取組を⽀援

令和7年度

Scope3排出量削減のための
企業間連携による省CO₂設備投資促進事業

連携

Scope3排出量を削減するには取引先の協⼒が不可⽋

良好なパートナーシップのもと脱炭素化を推進1

サプライチェーン全体でCO₂排出量削減の取組を実施2

取組協⼒

働きかけ

Scope1 / Scope2
代表企業（⾃社） 連携企業（取引先）

Scope3

取引先の削減範囲⾃社の削減範囲

連携

Scope3

④輸送・配送
①原材料 ⑤廃棄物

連携企業
上流 下流

Scope3

⑨輸送・配送 ⑫製品の廃棄

連携企業
⾃社

Scope2Scope1

燃料の燃焼 電気の使⽤

代表企業

※○内はScope3のカテゴリーを⽰す

代表企業における温室効果ガス排出量（Scope1・Scope2）を含め、
連携企業の温室効果ガス排出量（Scope3）を削減する省CO₂設備の導⼊等の取組を⽀援

3 事業効果︓CO₂排出削減・産業競争⼒強化・GX市場創造の実現

新たな取引先の獲得

連携企業代表企業

製品に関するCO₂（CFP等） 需要家・投資家からの評価



補助対象内容

令和7年7⽉11⽇（⾦）〜 令和7年12⽉19⽇（⾦）17時必着

• 本資料は事業の概略を説明するものです。申請にあたっては必ず別途公開される公募要領等をご確認ください。
• 補助⾦の交付を申請できる者は、直近2期の決算において、連続の債務超過（貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス）がなく、
適切な管理体制及び処理能⼒を有する者とします。
• 交付決定通知前に契約・発注等を⾏った経費は、交付規程に定める場合を除き、補助対象外となります。
• 交付決定した事業者名、補助事業の概要等は公表します。
• 導⼊した設備は、善良な管理者の注意をもって管理し、補助⾦の交付の⽬的に従いその効率的運⽤を図る必要があります。
• 補助事業の適切かつ円滑な実施のため、実施中⼜は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
• 事業完了後、完了実績報告書を提出する必要があります。審査・確定検査後に補助⾦を⽀払います。
• 補助事業の経費に関する帳簿とすべての証拠書類は、補助事業の完了⽇の属する年度の終了後5年間、閲覧できるように保存しておくことが必要です。
• 取得財産等を処分（⽬的に反した使⽤、譲渡、交換、貸し付け⼜は担保に供すること、取壊し、廃棄）しようとするときは、あらかじめ承認を受ける必要があります。

Scope3事業ウェブサイト QRコード
https://rcespa.jp/r07-scope3/r07-scope3-no1

※交付決定額の合計が予算額に達した場合、公募期間内であっても交付申請の受付を終了します。
※予算の状況に応じて、申請受付終了⾒込み時期を協会のホームページで公表予定です。
※本事業では最⼤3年間、年度の切れ⽬なく事業の実施が可能です。

留意事項

詳しくは、Scope3事業ウェブサイトをご確認ください。

対象設備

補助率

現在の設備構成に対して30％以上の省CO₂効果が⾒込める設備の導⼊
（産業・業務⽤設備機器や⽣産設備等のエネルギー使⽤設備機器、燃料・エネルギー供給設備等）

補助上限額 15億円 （1事業者につき）

1/2中⼩
企業 1/3⼤企業 ※⼤企業は 「GX率先実⾏宣⾔」を⾏い、かつ、対策によりCO₂排出量を

3,000t-CO₂／年以上削減する場合の補助率は1/2

⼀般社団法⼈ 地域循環共⽣社会連携協会
E-mail︓07scope3@rcespa.jp

Scope3事業ウェブサイトのお問い合わせページより個別相談会を実施しております。お問い合わせ

公募期間

※電⼦申請⽅式（Jグランツ／jGrants利⽤）
※詳細は公募要領をご確認ください。

応募 交付
申請

交付
⼿続

1〜1.5カ⽉

審査
1.5〜2カ⽉

申請期間

交付決定 事業開始は交付決定⽇以降

発注 ⼯事 検収 検証 ⽀払

事業実施期間

単年度事業の場合︓
令和8年1⽉末まで

複数年度事業の場合︓
令和10年1⽉末まで

事業完了

採択

申請フロー

主な要件 代表企業は、２者以上の連携企業と本事業の合意を締結すること
代表企業は、「GX率先実⾏宣⾔」を⾏っていること

事業期間
最⼤3カ年


